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第

八

十

九

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

附

属

機

関

の

設

置

に

関

す

る

条

例

 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

令

和

五

年

九

月

二

十

日

 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛

 

  



第８９号議案 

- 2 - 

 

江

戸

川

区

附

属

機

関

の

設

置

に

関

す

る

条

例

 

 
（

趣

旨

）

 
第

一

条
 

こ

の

条

例

は

、

法

律

若

し

く

は

こ

れ

に

基

づ

く

政

令

又

は

他

の

条

例

に

定

め

が

あ

る

も

の

を

除

く

ほ

か

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

百

三

十

八

条

の

四

第

三

項

及

び

第

二

百

二

条

の

三

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

江

戸

川

区

長

又

は

江

戸

川

区

教

育

委

員

会

（

以

下

「

執

行

機

関

」

と

い

う

。

）

の

附

属

機

関

の

設

置

、

所

掌

す

る

事

務

、

組

織

そ

の

他

附

属

機

関

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 

（

設

置

及

び

所

掌

事

務

）

 

第

二

条

 

執

行

機

関

の

附

属

機

関

と

し

て

、

別

表

に

掲

げ

る

附

属

機

関

を

置

く

。

 

２

 

附

属

機

関

の

所

掌

す

る

事

務

は

、

別

表

附

属

機

関

の

欄

に

掲

げ

る

附

属

機

関

の

区

分

に

応

じ

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

所

掌

事

務

の

欄

に

定

め

る

と

お

り

と

す

る

。

 

 

（

組

織

）

 

第

三

条

 

附

属

機

関

の

委

員

（

以

下

「

委

員

」

と

い

う

。

）

の

定

数

は

、

別

表

附

属

機

関

の

欄

に

掲

げ

る

附

属

機

関

の

区

分

に

応

じ

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

委

員

の

定

数

の

欄

に

定

め

る

と

お

り

と

す

る

。

 

２

 

委

員

は

、

学

識

経

験

者

そ

の

他

そ

れ

ぞ

れ

の

附

属

機

関

の

所

掌

す

る

事

務

に

応

じ

て

執

行

機

関

が

適

当

と

認

め

る

者

の

う

ち

か

ら

、

当

該

執

行

機

関

が

委

嘱

し

、

又

は

任

命

す

る

。

 

 

（

任

期

）

 

第

四

条

 

委

員

の

任

期

は

、

別

表

附

属

機

関

の

欄

に

掲

げ

る

附

属

機

関

の

区

分

に

応

じ

、

そ

れ
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ぞ

れ

同

表

委

員

の

任

期

の

欄

に

定

め

る

と

お

り

と

す

る

。

た

だ

し

、

再

任

を

妨

げ

な

い

。

 

２
 

委

員

が

欠

け

た

場

合

に

お

け

る

補

欠

委

員

の

任

期

は

、

原

則

と

し

て

前

任

者

の

残

任

期

間

と

す

る

。

 

（

専

門

委

員

）

 

第

五

条

 
執

行

機

関

は

、

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

附

属

機

関

に

専

門

の

事

項

を

調

査

さ

せ

る

た

め

の

専

門

委

員

を

置

く

こ

と

が

で

き

る

。

 

２

 

専

門

委

員

は

、

学

識

経

験

者

そ

の

他

執

行

機

関

が

適

当

と

認

め

る

者

の

う

ち

か

ら

、

当

該

執

行

機

関

が

委

嘱

し

、

又

は

任

命

す

る

。

 

（

委

任

）

 

第

六

条

 

こ

の

条

例

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

附

属

機

関

の

組

織

、

運

営

そ

の

他

必

要

な

事

項

は

、

当

該

附

属

機

関

の

属

す

る

執

行

機

関

が

別

に

定

め

る

。

 

  
 

 

付

 

則

 

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
 

 

（

経

過

措

置

）

 

２

 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

現

に

設

置

さ

れ

て

い

る

次

の

表

の

附

属

機

関

の

欄

に

掲

げ

る

機

関

の

委

員

又

は

専

門

委

員

（

以

下

「

委

員

等

」

と

い

う

。

）

と

し

て

委

嘱

さ

れ

、

又

は

任

命

さ

れ

、

現

に

そ

の

職

に

あ

る

者

に

つ

い

て

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

に

第

三

条

第

二

項

の
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規

定

に

よ

り

委

嘱

さ

れ

、

又

は

任

命

さ

れ

た

委

員

等

と

み

な

す

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

委

員

等

の

任

期

は

、

第

四

条

第

一

項

本

文

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

同

表

附

属

機

関

の

欄

に

掲

げ

る

附

属

機

関

の

区

分

に

応

じ

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

任

期

の

欄

に

定

め

る

日

ま

で

と

す

る

。

 

                

江
戸
川
区
予
防
接
種
健
康
被
害
調
査
委
員
会 

江
戸
川
区
地
域
自
立
支
援
協
議
会 

江
戸
川
区
老
人
ホ
ー
ム
入
所
判
定
委
員
会 

江
戸
川
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会 

江
戸
川
区
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
運
営
委
員
会 

江
戸
川
区
熟
年
し
あ
わ
せ
計
画
及
び
介
護
保
険
事
業
計
画
検
討
委
員
会 

江
戸
川
区
福
祉
サ
ー
ビ
ス
苦
情
解
決
委
員
会 

江
戸
川
区
ス
ポ
ー
ツ
栄
誉
賞
審
議
会 

江
戸
川
区
み
ど
り
の
基
本
計
画
改
定
委
員
会 

江
戸
川
区
立
小
・
中
学
校
改
築
工
事
基
本
設
計
及
び
実
施
設
計
業
務
委
託
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
審
査

委
員
会 

公
益
通
報
委
員
会 

江
戸
川
区
表
彰
審
査
会 

江
戸
川
区
新
庁
舎
建
設
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
会
議 

附
属
機
関 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

令
和
六
年
六
月
三
十
日 

任
期 
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別

表

（

第

二

条

―

第

四

条

関

係

）

 

 

一

 

江

戸

川

区

長

の

附

属

機

関

 

             

江
戸
川
区
就
学
支
援
委
員
会 

江
戸
川
区
学
校
保
健
委
員
会 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

 

江
戸
川
区
新
庁
舎
施
工
者
選
定
方
法
等
検
討

委
員
会 

江
戸
川
区
区
民
栄
誉
賞
表
彰
審
査
会 

諏
訪
善
行
賞
表
彰
審
査
委
員
会 

江
戸
川
区
表
彰
審
査
会 

江
戸
川
区
新
庁
舎
建
設
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
会

議 江
戸
川
区
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
パ
ー
ト
ナ
ー

選
定
委
員
会 

附
属
機
関 

江
戸
川
区
新
庁
舎
の
建
設
に
係
る
施
工
者
の

選
定
方
法
等
の
検
討
に
関
す
る
こ
と
。 

江
戸
川
区
区
民
栄
誉
賞
表
彰
条
例
（
平
成
三

十
年
十
二
月
江
戸
川
区
条
例
第
四
十
七
号
）

に
基
づ
く
被
表
彰
者
の
審
査
に
関
す
る
こ
と 

諏
訪
善
行
賞
表
彰
の
被
表
彰
者
の
審
査
に
関

す
る
こ
と
。 

江
戸
川
区
表
彰
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
十
二

月
江
戸
川
区
条
例
第
三
十
一
号
）
に
基
づ
く

被
表
彰
者
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。 

江
戸
川
区
新
庁
舎
建
設
基
本
構
想
・
基
本
計

画
に
基
づ
く
基
本
設
計
方
針
、
基
本
設
計
及

び
実
施
設
計
の
策
定
等
に
関
す
る
こ
と
。 

ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
パ
ー
ト
ナ
ー
の
募
集
及

び
選
定
に
関
す
る
こ
と
。 

所
掌
事
務 

六
名
以
内 

十
六
名
以
内 

三
十
一
名
以
内 

三
十
一
名
以
内 

十
名
以
内 

六
名 

委
員
の
定
数 

委
嘱
又
は
任
命
の
日
か
ら

事
案
が
完
了
す
る
日
ま
で 

委
嘱
又
は
任
命
の
日
か
ら

答
申
が
完
了
す
る
日
ま
で 

委
嘱
又
は
任
命
の
日
か
ら

答
申
が
完
了
す
る
日
ま
で 

一
年 

三
年 

委
嘱
又
は
任
命
の
日
か
ら

選
定
が
完
了
す
る
日
ま
で 

委
員
の
任
期 

 

。 
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江
戸
川
区
福
祉
サ
ー
ビ
ス
苦
情
解
決
委
員
会 

江
戸
川
区
産
業
賞
表
彰
選
考
委
員
会 

江
戸
川
区
青
少
年
育
成
及
び
地
域
ス
ポ
ー
ツ

振
興
者
表
彰
選
考
委
員
会 

江
戸
川
区
体
育
優
秀
選
手
及
び
優
秀
団
体
並

び
に
体
育
功
労
者
表
彰
選
考
委
員
会 

江
戸
川
区
ス
ポ
ー
ツ
夢
基
金
運
用
認
定
委
員

会 江
戸
川
区
ス
ポ
ー
ツ
栄
誉
賞
審
議
会 

江
戸
川
区
文
化
振
興
審
議
会 

江
戸
川
区
み
ど
り
の
基
本
計
画
改
定
委
員
会 

江
戸
川
区
立
小
・
中
学
校
改
築
工
事
基
本
設

計
及
び
実
施
設
計
業
務
委
託
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル

審
査
委
員
会 

公
益
通
報
委
員
会 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
苦
情
の
調
査
及
び
解

決
に
関
す
る
こ
と
。 

江
戸
川
区
産
業
賞
の
選
考
に
関
す
る
こ
と
。 

江
戸
川
区
青
少
年
育
成
及
び
地
域
ス
ポ
ー
ツ

振
興
者
の
選
考
に
関
す
る
こ
と
。 

江
戸
川
区
体
育
優
秀
選
手
及
び
優
秀
団
体
並

び
に
体
育
功
労
者
の
選
考
に
関
す
る
こ
と
。 

江
戸
川
区
ス
ポ
ー
ツ
夢
基
金
条
例
（
平
成
二

十
七
年
十
月
江
戸
川
区
条
例
第
二
十
九
号
）

に
基
づ
く
活
動
支
援
金
の
交
付
対
象
者
の
選

考
に
関
す
る
こ
と
。 

江
戸
川
区
ス
ポ
ー
ツ
栄
誉
賞
の
被
顕
彰
者
の

選
考
に
関
す
る
こ
と
。 

江
戸
川
区
文
化
振
興
条
例
（
昭
和
六
十
一
年

十
月
江
戸
川
区
条
例
第
四
十
五
号
）
に
基
づ

く
被
顕
彰
者
の
選
定
等
に
関
す
る
こ
と
。 

都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十

二
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
策

定
し
た
江
戸
川
区
み
ど
り
の
基
本
計
画
の
改

定
に
関
す
る
こ
と
。 

江
戸
川
区
立
小
・
中
学
校
改
築
工
事
に
係
る

基
本
設
計
及
び
実
施
設
計
業
務
の
委
託
プ
ロ

ポ
ー
ザ
ル
の
審
査
等
に
関
す
る
こ
と
。 

内
部
公
益
通
報
に
係
る
事
実
の
調
査
等
に
関

す
る
こ
と
。 

三
名
以
内 

二
十
二
名
以
内 

六
名 

四
名 

二
十
名
以
内 

五
十
名
以
内 

十
五
名
以
内 

十
二
名 

八
名
以
内 

六
名
以
内 

二
年 

委
嘱
又
は
任
命
の
日
か
ら

選
考
の
報
告
が
完
了
す
る

日
ま
で 

委
嘱
又
は
任
命
の
日
か
ら

選
考
が
完
了
す
る
日
ま
で 

委
嘱
又
は
任
命
の
日
か
ら

選
考
が
完
了
す
る
日
ま
で 

委
嘱
又
は
任
命
の
日
か
ら

選
考
が
完
了
す
る
日
ま
で 

委
嘱
又
は
任
命
の
日
か
ら

表
彰
が
完
了
す
る
日
ま
で 

一
年 

委
嘱
又
は
任
命
の
日
か
ら

改
定
が
完
了
す
る
日
ま
で 

一
年 

二
年 
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二

 

江

戸

川

区

教

育

委

員

会

の

附

属

機

関

 

  

江
戸
川
区
予
防
接
種
健
康
被
害
調
査
委
員
会 

江
戸
川
区
地
域
自
立
支
援
協
議
会 

江
戸
川
区
老
人
ホ
ー
ム
入
所
判
定
委
員
会 

江
戸
川
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協

議
会 

江
戸
川
区
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
運
営
委
員

会 江
戸
川
区
熟
年
し
あ
わ
せ
計
画
及
び
介
護
保

険
事
業
計
画
検
討
委
員
会 

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十

八
号
）
に
基
づ
く
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被

害
の
調
査
等
に
関
す
る
こ
と
。 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年

法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
九
条
の
三
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
く
協
議
に
関
す
る
こ
と 

老
人
福
祉
法
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規

定
に
基
づ
く
措
置
に
関
す
る
こ
と
。 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
、
事
業
内

容
の
評
価
等
に
関
す
る
こ
と
。 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
指
定
等
並
び
に
指
定
基

準
及
び
介
護
報
酬
の
設
定
等
に
関
す
る
こ
と 

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三

十
三
号
）
第
二
十
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
作
成
し
た
江
戸
川
区
熟
年
し
あ
わ
せ

計
画
及
び
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
百
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
作
成
し
た
江
戸
川
区
介
護
保
険
事

業
計
画
の
進
捗
状
況
の
検
証
及
び
改
定
に
関

す
る
こ
と
。 

十
四
名
以
内 

三
十
名
以
内 

十
二
名
以
内 

十
五
名
以
内 

八
名
以
内 

二
十
六
名
以
内 

委
嘱
又
は
任
命
の
日
か
ら

調
査
の
報
告
が
完
了
す
る

日
ま
で 

委
嘱
又
は
任
命
の
日
か
ら

そ
の
日
の
属
す
る
年
度
の

翌
年
度
の
末
日
ま
で 

委
嘱
又
は
任
命
の
日
か
ら

そ
の
日
の
属
す
る
年
度
の

末
日
ま
で 

委
嘱
又
は
任
命
の
日
か
ら

そ
の
日
の
属
す
る
年
度
の

末
日
ま
で 

委
嘱
又
は
任
命
の
日
か
ら

そ
の
日
の
属
す
る
年
度
の

末
日
ま
で 

委
嘱
又
は
任
命
の
日
か
ら

計
画
期
間
が
完
了
す
る
日

ま
で 

 

。 。 

附
属
機
関 

所
掌
事
務 

委
員
の
定
数 

委
員
の
任
期 
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（

説

明

）

 

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

百

三

十

八

条

の

四

第

三

項

及

び

第

二

百

二

条

の

三

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

区

長

又

は

教

育

委

員

会

の

附

属

機

関

の

設

置

等

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

を

定

め

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

江
戸
川
区
就
学
支
援
委
員
会 

江
戸
川
区
学
校
保
健
委
員
会 

特
別
に
支
援
を
要
す
る
児
童
又
は
生
徒
の
就

学
相
談
等
並
び
に
適
切
な
教
育
の
場
の
判
定

及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。 

学
校
保
健
衛
生
に
係
る
事
項
の
調
査
及
び
審

議
に
関
す
る
こ
と
。 

百
二
十
名
以
内 

二
十
四
名
以
内 

一
年 

一
年 

 


